
▲ 70 歳未満の人の資格確認書▲ 70 歳未満の人の資格確認書▲資格情報のお知らせ▲資格情報のお知らせ ▲ 70 歳以上の人の資格確認▲ 70 歳以上の人の資格確認書書

見 本見 本見 本見 本

・資格確認書（これまでの保険証の代わりになるもの）   ・資格情報のお知らせ（自分の保険情報を確認するためのもの）
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国
民
健
康
保
険
の
「
資
格
確
認
書
」・

「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
は

７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す

現
在
の
国
民
健
康
保
険
資
格
確
認
書
は
、
７
月
31
日
㈮
で
有
効
期
限
を
迎
え
ま
す
。

８
月
か
ら
利
用
で
き
る
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
（
Ａ
４
の
通

知
書
）
は
７
月
中
旬
、
世
帯
主
宛
に
「
特
定
記
録
」
で
郵
送
し
ま
す
。（
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
は
70
歳
以
上
の
人
、
資
格
に
変
更
が
あ
っ
た
人
の
み
郵
送
し
ま
す
。
そ
れ

以
外
の
人
は
現
在
交
付
中
の
お
知
ら
せ
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
）

問 住民課　国民健康保険担当　☎ 32-9121

　

世
帯
主
宛
に
特
定
記
録
で
届
い
た

「
資
格
確
認
書
」
ま
た
は
「
資
格
情
報

の
お
知
ら
せ
」
は
、
記
載
の
氏
名
・
生

年
月
日
・
住
所
な
ど
に
間
違
い
が
な
い

か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

は
、
国
民
健
康
保
険
脱
退
の
手
続
き
が

必
要
で
す
。
職
場
の
健
康
保
険
加
入
が

分
か
る
書
類
（
資
格
確
認
書
、
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
な
ど
）
と
国
民
健
康
保

志賀町住民課　
からのお知らせ　！

現在の認定証は７７月月3131日 日 ㈮㈮で
有効期限を迎えます。

マイナ保険証利用登録がない人は ･･･
　更新申請の勧奨通知を郵送します。
　引き続き必要な人は申請してください。

マイナ保険証利用登録がある人は ･･･
　「限度額適用認定証」などがなくても、
限度額を超える支払いが免除されるので、
役場での事前手続きが不要になります。
マイナ保険証をぜひ利用してください。
　ただし、長期入院該当による減額を受
けるには申請が必要です。

国民健康保険の「限度額適用認定証」
「限度額適用・標準負担額減額認定証」

をお持ちの人へ

険
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
、
本
人
確
認
書
類
を
持
参
し
、

住
民
課
ま
た
は
富
来
支
所
総
合
窓
口
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
か
ら
も
手
続
き
で
き
ま
す
。

　

有
効
期
限
切
れ
の
古
い
資
格
確
認
書

は
、
住
民
課
ま
た
は
富
来
支
所
総
合
窓

口
ま
で
返
却
す
る
か
、
自
身
で
廃
棄
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。

マイナ保険証の利用登録状況によって送付する資格書類が異なります。

※マイナ保険証の利用登録をしていても、高齢者や障
がいのある人などマイナ保険証の利用が困難な人

（要配慮者）には資格確認書を交付できます。（要申請）

はい はい

70歳以上の人

70歳未満の人

いいえ

資格確認書を交付 資格確認書を交付

いいえ

マイナンバーカードを
作成済み

マイナ保険証として
利用登録済み

マイナ保険証を利用

資格情報のお知らせを交付

資格に変更があった場合のみ
資格情報のお知らせを交付

要配慮者または解除の申請を
している人※

資格確認書を交付

（マイナンバーカードをお持ちの人） （マイナ保険証をお持ちの人）

（マイナ保険証を利用する人）



健康寿命を延ばすために
「ロコモ予防」を
　皆さんこんにちは。町立富来病院の
竹村です。今年は暑くなるのが早く、
酷暑が予測されています。先月のコラ
ムでも触れましたが、これからの季節、
熱中症に十分注意してお過ごしくださ
い。今回は健康寿命を延ばすための「ロ
コモ予防」についてお話しします。
　皆さん「健康寿命」という言葉を耳に
したことはありますか？
　「健康寿命」とは、日常生活において
制限や介護を必要としない状態のこと
をいいます。少しでも健康寿命を延ば
し、自分らしい生活を続けるために「ロ
コモ予防」が大切です。
　「ロコモ」とは正式名称「ロコモティ
ブシンドローム（運動器症候群）」とい
い、骨や関節、筋肉など、体を動かす
ための機能が低下し、将来的に介護が
必要になる危険性が高まった状態を指
します。原因は加齢だけではなく、運
動不足や栄養不足、膝や腰の痛みも大
きく影響します。

◉
国
民
健
康
保
険
税
額
は
ど
の
よ
う

　
に
決
ま
る
？

　
国
民
健
康
保
険
税
は
世
帯
ご
と
に
計
算

さ
れ
、
加
入
者
の
所
得
や
人
数
な
ど
に
応

じ
て
決
ま
り
ま
す
。
年
度
途
中
で
加
入
・

脱
退
し
た
場
合
は
、
加
入
期
間
に
応
じ
て

月
割
り
で
計
算
し
ま
す
。
ま
た
、
所
得
が

一
定
基
準
以
下
の
世
帯
に
は
軽
減
制
度
が

あ
り
ま
す
。
軽
減
判
定
に
は
所
得
申
告
が

必
要
で
す
の
で
、
未
申
告
の
人
は
必
ず
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

◉
40
歳
に
な
る
と
介
護
分
が

　
加
算
さ
れ
ま
す

　
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険

加
入
者
は
介
護
保
険
第
２
号
被
保
険
者
と

な
り
、
介
護
保
険
分
が
国
民
健
康
保
険
税

に
含
ま
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
年
度
途
中

で
40
歳
に
な
っ
た
場
合
は
税
額
が
変
更
と

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◉
年
度
途
中
に
税
額
が
変
わ
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す

　
・
加
入
者
の
増
減
が
あ
っ
た
と
き

　
・
所
得
情
報
が
分
か
っ
た
と
き

　
・
所
得
申
告
内
容
が
変
更
さ
れ
た
と
き

　
・
40
歳
に
到
達
し
た
と
き

問 志賀町立富来病院　☎42-1122

　ロコモの危険性を高める代表的な病
気には、以下の３つがあります。

　① 変
へ ん け い せ い

形性膝
ひ ざ か ん せ つ し ょ う

関節症

　② 脊
せきちゅうかん

柱管狭
きょうさくしょう

窄症

　③ 骨
こ つ そ

粗鬆
しょうしょう

症 

　これらを「年齢のせいだから」と放置
せず、早めに治療を行うことで、元気
に歩ける期間を延ばすことができま
す。膝や腰の痛み、足のしびれなどが
気になる方は、お早めに病院へご相談
ください。
　ロコモの前兆には、次のようなもの
があります。
　・家の中でつまずきやすくなった。
　・片足立ちで靴下がはけない。
　・階段を上がるのに手すりが必要。
　・15分以上続けて歩けない。
　皆さんは、当てはまるものはありま
すか？
　ロコモ予防に最も大切なことは、「毎
日少しでも体を動かすこと」です。散歩
や体操、軽い筋力トレーニングがおす
すめですが、特に「太ももの筋肉」を保
つことが、歩く力の維持に役立ちます。
私のおすすめは、椅子に座った状態か
ら立ち上がる運動です。１日５～ 10回

で構いません。例えばトイレに行った
時、便座から立ち上がる動作を数回繰
り返すだけでも効果があります。
　また、運動と同じくらい大切なのが

「栄養」です。筋肉を維持するために、
タンパク質（肉、魚、卵、大豆製品など）
をしっかり摂り、骨を丈夫に保つため
にカルシウムやビタミンを摂ることが
大切です。偏りのないバランスの良い
食事を心がけましょう。
　私自身、最近は朝起きると膝や肩が
痛むことがあり、先日も立ったまま靴
下がはけず、ちょっと落ち込んでしま
いました。それ以来、毎朝軽いスクワッ
トを始め、ロコモ予防に努めています。
ロコモ予防で健康寿命を延ばし、１日
でも長く医師として現役でいられるよ
うに頑張ります。
　皆さんも一緒に取り組んでいきましょう。

◉
介
護
保
険
料
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
？

　

65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
は
、
本
人
の

所
得
や
世
帯
の
住
民
税
課
税
状
況
な
ど
に

応
じ
て
、
13
段
階
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

◉
介
護
保
険
料
の
納
め
方

① 

年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受
給
し
て
い

る
人
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

し
ま
す
。

② 

次
の
人
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で

納
め
ま
す（
普
通
徴
収
）。

　
・
年
度
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た
人

　
・
年
度
途
中
で
志
賀
町
に
転
入
し
た
人

　
・
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人

  

な
ど

◉
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
伴
う

　
介
護
保
険
料
の
算
定
に
つ
い
て

　

令
和
７
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
令

和
７
年
中
の
給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
証

額
が
55
万
円
か
ら
65
万
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
令
和
８
年
度
介
護
保
険
料
の

算
定
に
限
り
、
国
の
政
令
改
正
に
基
づ
き
、

控
除
額
引
き
上
げ
を
無
か
っ
た
も
の
と
す

る
特
例
措
置
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
■
対
象
者　
令
和
７
年
中
の
給
与
収
入
が

　
　
55
・
１
万
円
以
上
１
９
０
万
円
未
満
の
人

◉
志
賀
町
で
は
特
例
減
免
を

　
適
用
し
ま
す

　

志
賀
町
で
は
、
令
和
７
年
度
・
令
和
８

年
度
の
ど
ち
ら
も
住
民
税
非
課
税
の
人
は
、

特
例
措
置
を
行
わ
ず
に
算
定
し
た
保
険
料

と
な
る
よ
う
、
特
例
減
免
を
適
用
し
ま
す
。

※
申
請
不
要
：
住
民
税
の
情
報
を
も
と
に
自
動
適
用
。

※
保
険
料
の
通
知
：
特
例
減
免
の
対
象
者
は
、
減
免

後
の
保
険
料
額
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
ま
す
。
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※納付書は全期
分を発送する
ので、なくさ
ないようお願
いします。

※口座振替の人
は、納期限に
引き落としま
す。残高確認
を忘れずにお
願いします。

国民健康保険税と介護保険料の納期限

問健康福祉課  介護保険料担当　☎32- 9132問税務課  国民健康保険税担当　☎32- 9142

１期 ７月31日㈮
２期 ８月31日㈪
３期 ９月30日㈬
４期 11月２日㈪
５期 11月30日㈪
６期 12月25日㈮
７期 ２月１日㈪
８期 ３月１日㈪
９期 ３月31日㈬

国民健康保険税の納税通知書・介護保険料の納入通知書は７月中旬に郵送します

令和８年度 



資格情報のお知らせ

マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ
保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます（スマートフォンをお持ちでない方
は、この文書をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診いただけます）。

－　マイナポータルへのアクセス・ダウンロードはこちら　－

下部を切り取ってご利用いただくこともできます
（このお知らせのみでは受診できません）

資格情報のお知らせ

受診の際にはマイナ保険証があわせて必要です

発行

被保険者番号
氏 名
負 担 割 合
有 効 期 限

被 保 険 者 番 号

氏 名

負 担 割 合

有 効 期 限

発 効 期 日

交 付 年 月 日

あなたの加入する後期高齢者医療制度の資格情報を下記のとおりお知らせします。
なお、このお知らせのみでは受診できません。

（保険者名）石川県後期高齢者医療広域連合
（保険者番号）

スマートフォンをお持ちの方は、以下の二次元コードからマイナポータルにログインすることで、
ご自身の医療保険の資格情報を確認することができます。ぜひご活用ください。

（保険者名）
（保険者番号）

石川県後期高齢者医療広域連合

令和８年８月１日

ＸＸＸＸＸＸＸＸ
広域　太郎
Ｘ割
令和９年７月３１日

ＸＸＸＸＸＸＸＸ

広域　太郎

Ｘ割

令和９年Ｘ月Ｘ日

令和８年Ｘ月Ｘ日

令和８年Ｘ月Ｘ日

１１ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

３９１７ＸＸＸＸ

３９１７ＸＸＸＸ

重要 !

❶ 85歳以上の全ての人、 84歳以下で　マイナ保険証を持っていない人

ISHIKAWA ISHIKAWA ISHIKAWA ISHIKAWA ISHIKAWA ISHIKAWA 

令和 ９年 ７月３１日
ＸＸＸＸＸＸＸＸ
広域　太郎

Ｘ割

ＸＸＸ

区分Ｘ
３９１７２０１０

昭和ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

令和　８年　８月　１日

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
令和　８年　８月　１日
令和　８年　８月　１日

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
男

後期高齢者医療資格確認書 有効
期限

被保険者番号

交 付 年 月 日

長期入院該当日

保 険 者 番 号
保 険 者 名

資格取得年月日
生 年 月 日
氏 名

特定疾病区分　
　　  ・発効期日

限度区分　　　
　　  ・発効期日

負担割合　　　
　　  ・発効期日

性 別

石川県後期高齢者医療広域連合

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
に
係
る

新
し
い
書
類
は
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す

石
川
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
の
お
知
ら
せ

※有効期限切れの古い証は裁断するなどして自身で破棄処分してください。

※有効期限内であっても、世帯構成の変更や所得更正などで自己負担割
合に変更があった場合は、新しい資格確認書が交付されます。それま

現
在
の
後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書
は
、
７
月
31
日
㈮
で
有
効
期
限
を
迎
え

ま
す
。
令
和
８
年
度
か
ら
、
お
手
元
に
届
く
書
類
、
郵
送
方
法
が
変
わ
り
ま
す
。

・
資
格
確
認
書
（
こ
れ
ま
で
の
保
険
証
の
代
わ
り
に
な
る
も
の
）

・
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
（
自
分
の
保
険
情
報
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
）

現在はマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、マイナ保険証を基本
とする仕組みに移行しています。昨年度は暫定的な措置として、全員に「資格
確認書」をお届けしていました。
令和８年度からは８月１日現在の年齢やマイナ保険証の保有状況によって、お
手元に届く書類と郵送方法が分かれます。

❷ マイナ保険証を持っていて　84歳以下の人
　普通郵便で「資格情報のお知らせ」（Ａ４サイズ普通紙）

をお届けします。８月以降も、引き続き「マイナ保険証」
を利用してください。

　「資格情報のお知らせ」は、医療機関などでマイナ保
険証がうまく読み取れない場合に、マイナ保険証と一
緒に窓口で提示するためのものです。大切に保管して
ください。「資格情報のお知らせ」の用紙だけでは、
医療機関などを受診することはできません。

　マイナ保険証での受診が難しくなった場合は、申請に
より「資格確認書」を交付できます。住民課または富
来支所にて申請をしてください。

【資格確認書】【資格確認書】

【資格情報のお知らせ】【資格情報のお知らせ】

「いしかわ後期高齢者医療コールセンター」開設
石川県後期高齢者医療広域連合では、令和 8 年 7 月以降に予定されている制
度改正や保険料率および新しい「資格確認書」の一斉交付に伴い、皆さまから
の質問や相談にお答えするための専用コールセンターを臨時に開設します。
７月中旬以降にお手元に届く「保険料額決定通知書」や「資格確認書」などに
関して、分からないことがありましたら、気軽に問い合わせてください。

◆コールセンター　☎ 0570-020-007　※通話料が別途かかります。

◆ 開設期間　7 月 15 日㈬～ 10 月 30 日㈮　９:00 ～ 16:30　※土日祝日を除く

◆ 対応内容　資格確認書などの一斉交付または保険料に関する一般的な質問
　　　　　　 （個別の問い合わせは、住民課へ連絡してください）

後期高齢者医療保険の
「マイナ保険証」や「保険料」のギモンにお答えします

資格確認書在中
特定記録

料金後納
郵　便

▼差出元・お問い合わせ先
石川県後期高齢者医療広域連合
〒920-0968 石川県金沢市幸町 1 2番 1号
TEL 076-223-0140（石川県幸町庁舎5F）

　特定記録郵便で「資格確認書」（橙色）をお届
けします（資格確認書の色は水色から橙色に
変わります）。８月以降に医療機関などを受診
する際は、これまでどおり「マイナ保険証」
を利用するか、新し
い橙色の資格確認書
を提示してください。

でお持ちの資格確認書は住民課または富来支所へ速やかに返還してください。
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問 生涯学習課　☎32-9350
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START
GOAL

【日　時】　10月11日㈰ 　スタート10:00
【コース】　富来行政センター周辺

小学生の部・中学生女子の部・一般女子の部 /

中学生男子の部・一般の部 /志賀町 HP

申込フォーム

ふるさと志賀リレーマラソン ふるさと志賀リレーマラソン 
参加者募集！参加者募集！ 2026

問 生涯学習センター　☎32-2970

第37回

富来展 金沢展

志賀町を描く美術展 作品募集！

会期：11月21日㈯～ 29日㈰
会場：富来活性化センター 町民大ホール・中ホール

会期：12月12日㈯～ 15日㈫
会場：石川県立美術館　第７・８・９展示室（金沢市出羽町）

◆応募資格　美術展の趣旨に賛同する創作者（年齢・国籍不問。１人１点）

◆応募規定募規定　日本画・洋画・水墨画・版画・水彩画・パステル画・パソコン画
　　　　　　　Ｆ30号（91.0cm×72.7cm）以内（金具、紐を取り付け、額装してください）

◆出 品 料　2,000円（小・中・高校・大学生は無料）

◆支払方法　出品料は、作品を搬入する場所で納入するか、ホームページを確認して指定金融機関に振り込んでください。
◆そ の 他　応募作品は、未発表のものに限ります。（志賀町を描いていない作品や、応募規定に沿わない作品は、審査対象外）

◆搬入期日　９月26日㈯～ 10月４日㈰　17:00まで
◆作品審査　10 月中旬に審査し、入賞作品を決定。審査結果は、入賞者に直接郵送で通知。
　　　　　　また、北國新聞紙上にて発表します。（審査結果の異議については受理しません）

◆表　　彰　・大賞（１点・30 万円※買い上げ・版権含む）　／　・能登の里山里海賞（２点・10 万円相当商品券）
　　　　　　　・その他各賞受賞者に、表彰状と副賞贈呈

◆作品返還　作品は、12月17日㈭から出品場所で返還します。

町の美しい自然・祭り・
行事・生活・産業など
をキャンバスに描いた
作品を募集します。

【申込方法】指定の申込書に必要事項を記入の上、
　　　　　  生涯学習課に提出または下記申込
　　　　　  フォームから申し込んでください。

【申込期間】  ７月 13 日㈪～９月４日㈮

※申込書は町ホームページでダウンロードできます。→

2583

↑ 7/13 ㈪ か
らアクセス
可能です。
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また、You Tubeチャンネル
「inakenTV」の【第13回｜新

しく始まった防災気象情報・
林野火災警報】でも解説して
います。ぜひご覧ください。

↑詳しくは
気象庁HPへ

　今回の変更で、気象情報の「名前」そのものに
　「レベル」が表示されるようになりました。

　　　　　「高齢者等は避難開始」
　　　　　「高齢者等以外も 避難の準備を始める合図」

　　　　　「全員避難」  と覚えてください！

レベル３

レベル４

【主な変更点】
● 防災気象情報（河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮）を５段階の警戒レベルにあわせて発表
● 災害ごとの情報として整理し、レベル４相当の情報として危険警報を新設
● 情報名称にレベルの数字を付けて発表（例：レベル４大雨危険警報）

問 危機対策課　☎ 32-9321
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志賀町長
稲岡  健太郎

分かりやすく
解説します！
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